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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニンニク原料を水による抽出処理に付して得られる抽出物を、９０℃～１３０℃の温度
で２時間～７日間の期間、加熱熟成させることを特徴とする、黒ニンニクエキスの製造方
法。
【請求項２】
　乾燥ニンニク原料に水を加えて抽出処理することにより得られる抽出物を、９０℃以上
の温度で加熱熟成させることを特徴とする、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　生ニンニク原料を破砕抽出処理することにより得られる抽出物を、そのままもしくは水
を加えてから９０℃以上の温度で加熱熟成させることを特徴とする、請求項１に記載の製
造方法。
【請求項４】
　塩蔵ニンニク原料に水を加えて脱塩抽出することにより得られる抽出物を、９０℃以上
の温度で加熱熟成させることを特徴とする、請求項１に記載の製造方法。
【請求項５】
　抽出物がニンニク原料の固形部を含む形態であるかもしくは該固形部を含まない形態で
ある、請求項１～４のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
　加熱熟成が密閉状態で行われる、請求項１～５のいずれか１項に記載の製造方法。



(2) JP 5968729 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、黒ニンニクエキスの製造技術に関し、さらに詳しくは、本発明は、ニンニク
原料を短時間加熱処理して高生理活性物質（S-アリルシステイン、シクロアリイン等）を
維持または増加もしくは富化した状態で黒ニンニクエキスを製造しうる方法、黒ニンニク
エキスおよびその食品への用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
　黒ニンニクはポリフェノールやS-アリルシステイン、シクロアリインなどの高生理活性
（抗酸化作用、血中脂質低下作用等）を有する物質を多く含み、健康食品として利用され
ている。これまでに市販されている黒ニンニクはほとんどが固形である。そのため、その
まま食べられる場合が多く料理用には適していない。また、製法は皮付きのまま蒸し庫に
並べて温度と湿度を管理しながら約1ヶ月かかるため、大変手間がかかり高価なものにな
っていた。
【０００３】
　特開２０１０－２８４１０３号公報（特許文献１）には野菜の黒色化方法が開示されて
おり、ニンニク、玉ネギ等ネギ属野菜を生またはみじんの状態で等量の水に分散し、ニー
ダーにて80℃以上4日間、水を補充しながら加熱し続けること、強制または自然排気で硫
黄成分が揮発し（最初の50％重量以下）、抗酸化力の高い（17DPPH/g以上）甘酸っぱい黒
色ペーストを得ることが記載されている。この方法では、常圧で加熱しているため最高で
も100℃であり、黒色ペーストを得るのに時間が4～6日かかる。また、強制または自然排
気していることから、硫黄成分が最初の50％以下になっているにも関わらず臭いがあり、
大量の刺激臭により作業上困難が伴う。
【０００４】
　特公昭６３－５３９７２号公報（特許文献２）には、熟成ニンニク液及びその濃縮物の
製造方法が開示されており、生ニンニクを破砕搾汁し、密閉容器内で半年～1年常温保管
し、熟成後100℃で濃縮する方法が記載されている。この方法では、常温で製造している
ため半年以上という膨大な時間がかかっている。
【０００５】
　特許第４００３２１７号公報(特許文献３)には加工ニンニク製造法および製造装置が開
示されており、生ニンニクを15℃海洋深層水に漬け、温度90℃、湿度80％、168時間（1週
間）の第１ステップ→温度80℃、湿度70％、168時間の第２ステップ→温度60℃、湿度70
％、360時間の第３ステップにより熟成させることが記載されている。この方法では、海
洋深層水に浸けることでミネラル分を増やしているが、固形のニンニクであるため温度に
加え湿度も管理しており、また加熱熟成期間は合計4週間かかっている。
【０００６】
　特許第４０８０５０７号公報（特許文献４）には、発酵黒ニンニク抽出液及び発酵黒ニ
ンニクパウダー並びにこれらの製造方法及びこれらを含む飲食品が開示されており、生ニ
ンニクを温度60～75℃、湿度75～90％、30日間で黒ニンニク化し、皮むき後ペースト状に
してから水と親水性有機溶媒で抽出した抽出液、および黒ニンニク化後に乾燥し粉砕して
ポリフェノール含量（タンニン酸として）が増加した黒ニンニクパウダーが記載されてい
る。この方法では、温度60～75℃での加熱のため30日間の製造期間がかかっている。また
、抽出液に関しては固形を熟成させそこから水抽出の後、親水性有機溶媒により抽出する
という手間がかかり、親水性有機溶媒を使用するという安全性面での問題もありうる。
【０００７】
　その他の黒ニンニクの製造法としては、酵素（セルラーゼ）処理、超高圧（200～300MP
a）処理（特開２０１１－１６７１１４号公報：特許文献５）、初期の高温（油で揚げる
・電子レンジ）処理（特開２０１１－１２０４９８号公報：特許文献６）、および遠赤外
線加熱式蒸し機による処理と玄米発酵素処理などを組み合わせた（特許第４１７９６１３
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号公報（特許文献７）、特許第４０３３２９６号公報（特許文献８））先行技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－２８４１０３号公報
【特許文献２】特公昭６３－５３９７２号公報
【特許文献３】特許第４００３２１７号号公報
【特許文献４】特許第４０８０５０７号公報
【特許文献５】特開２０１１－１６７１１４号公報
【特許文献６】特開２０１１－１２０４９８号公報
【特許文献７】特許第４１７９６１３号公報
【特許文献８】特許第４０３３２９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のような従来技術の状況に鑑み、本発明は、ニンニク原料を湿度の管理等の手間を
必要としない簡便な手段で短時間の処理で高生理活性（抗酸化作用、血中脂質低下作用等
）を有する物質を維持した状態で黒ニンニクエキスを製造しうる技術を提供することを目
的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者等は、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、乾燥ニンニクや塩蔵ニン
ニクのさらし工程に用いた廃液もしくは抽出液、あるいは生ニンニクの抽出物を90℃以上
の高温で加熱熟成させることにより、短時間でかつ高生理活性物質を多く含んだ黒ニンニ
クエキスが得られることを見出し、この知見に基づいて本発明を完成させるに至った。
【００１１】
　すなわち、本発明は、下記の構成を要旨とする黒ニンニクエキスの製造方法、該方法に
より製造される黒ニンニクエキス、およびそれを含む食品に関するものである。
（１）ニンニク原料を水による抽出処理に付して得られる抽出物を、９０℃以上の温度で
加熱熟成させることを特徴とする、黒ニンニクエキスの製造方法。
（２）乾燥ニンニク原料に水を加えて抽出処理することにより得られる抽出物を、９０℃
以上の温度で加熱熟成させることを特徴とする、上記（１）に記載の製造方法。
（３）生ニンニク原料を破砕抽出処理することにより得られる抽出物を、そのままもしく
は水を加えてから９０℃以上の温度で加熱熟成させることを特徴とする、上記（１）に記
載の製造方法。
（４）塩蔵ニンニク原料に水を加えて脱塩抽出することにより得られる抽出物を、９０℃
以上の温度で加熱熟成させることを特徴とする、上記（１）に記載の製造方法。
（５）加熱熟成温度が９０℃～１３０℃であり、加熱熟成期間が２時間～７日間である、
上記（１）～（４）のいずれかに記載の製造方法。
（６）加熱熟成が密閉状態で行われる、上記（１）～（５）のいずれかに記載の製造方法
。
（７）上記（１）～（６）のいずれかに記載の方法により製造される、黒ニンニクエキス
。
（８）上記（７）に記載の黒ニンニクエキスを含むことを特徴とする、飲食品。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、以下のような顕著な効果が得られる。
・ニンニク原料を水による抽出処理に付して得られる抽出物を、９０℃以上の温度を維持
して加熱熟成させるだけの簡便な手段により湿度管理を含む大がかりな設備を必要とせず
に、短時間で高生理活性物質（S-アリルシステイン、シクロアリイン等）を多く含む黒ニ
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ンニクエキスを製造することができる。
・ニンニクの抽出物として乾燥ニンニクあるいは塩蔵ニンニクのさらし工程に用いた水抽
出液を使用する場合には、通常は廃棄されている廃液を有効活用することができる。
・ニンニク抽出物を高温（90～130℃）で熟成させることにより短時間（2時間～7日間）
で、特に、１００℃以上の温度では２時間～２日間程度で高生理活性物質を多量に含む黒
ニンニクエキスを得ることができる。
・得られる黒ニンニクエキスは、加熱熟成前に比べてS-アリルシステイン、シクロアリイ
ン、ポリフェノール等の高生理活性物質、単糖等の濃度が著しく増加し、また、味に関し
ては、甘味、コク味、酸味、旨味が増加し、逆に硫黄成分による臭みや苦味などが減少し
て食べやすくなる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、黒ニンニクエキスの製造方法、この方法により製造される黒ニンニクエキス
、および黒ニンニクエキスを含む飲食品に関するものであることは前記したところである
。以下、本発明について具体的に説明する。
【００１４】
　本発明による黒ニンニクエキスの製造方法は、ニンニク原料を水による抽出処理に付し
て得られる抽出物を、９０℃以上の温度で加熱熟成させることを特徴とするものである。
本発明において、ニンニク原料としては乾燥ニンニク、生ニンニク、塩蔵ニンニク等を使
用することができる。これらのニンニク原料は通常表皮を剥がしたものをそのまま使用す
るが、必要に応じて適宜カットもしくは細片化したものを用いてもよい。
【００１５】
　上記のようなニンニク原料を水による抽出処理に付すことにより抽出物を得ることがで
きる。乾燥ニンニク、塩蔵ニンニクでは、通常水による抽出処理後の抽出液部分を抽出物
として次の加熱熟成工程に用いるが、この場合は、いずれもさらし工程で生じた廃液を抽
出物として用いることもできる。生ニンニクを使用する場合は、もともと水分を多く含ん
でいることから、破砕抽出処理することにより抽出物が得られ、この抽出物は通常ニンニ
クの固形部全体を含む状態で次の熟成工程に用いることができる。
【００１６】
　抽出処理して得られるニンニク抽出物は、次いで９０℃以上の温度で加熱熟成させる。
この際の加熱温度は９０℃以上であり、実用的には９０℃～１３０℃での加熱温度が好ま
しく、１００℃～１３０℃がより好ましい。加熱熟成期間は通常２時間～７日間程度であ
るが、加熱温度が１００℃以上では２時間～２日間程度で目的の黒ニンニクエキスを得る
ことができる。加熱熟成工程は開放系または密閉系で行われるが、生理活性物質の含量、
味覚、および作業性等の点から密閉状態で行うことが好ましい。本発明において、密閉状
態とは、蒸気や空気等のガスの流通がない環境をいうが、加熱初期には大量の刺激成分が
放出されるためこれを防ぐ意味もある。
【００１７】
　上記のような方法により、加熱熟成前に比べて単糖（果糖、ブドウ糖等）、高生理活性
物質（S-アリルシステイン、シクロアリイン、ポリフェノール等）の含量（濃度）が著し
く増加し、また、甘味、コク味、酸味、旨味が増加し、逆に硫黄成分による臭みや苦味な
どが減少した黒ニンニクエキスを得ることができる。
　黒ニンニクエキスの製造方法の具体的態様について以下に例示的に説明する。
【００１８】
　乾燥ニンニク原料を使用する場合の方法は、基本的に、乾燥ニンニク原料に水を加えて
抽出処理することにより得られる抽出物（液）を、９０℃以上の温度で加熱熟成させるこ
とを特徴とする方法である。乾燥ニンニク原料に対する水の使用割合は、通常皮むきした
ニンニク１重量部に対して２～１２重量部程度であり、３～４がより好ましい。また、使
用する水の温度は通常５～７０℃程度、好ましくは２０～４０℃である。抽出時間は通常
２０～６０分程度、好ましくは３０～４０分である。上記のような処理により、ニンニク
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抽出物（ニンニク固形部を含む）が得られる。
【００１９】
　乾燥ニンニク原料を使用する方法では、抽出処理後に得られる抽出物（ニンニク固形部
を含む）は、通常ニンニクの固形物を濾布等で濾過して除去した抽出液部分を次の加熱熟
成工程に用いる。この場合、ニンニク固形部を含む抽出物でも使用できるが、抽出液中に
目的の高生理活性物質が十分抽出されているため、この段階でニンニク固形部を除去して
おいた方が以後の工程が効率的である。このようなニンニクの抽出物としては、乾燥ニン
ニク原料のさらし工程で生ずるニンニク廃液の形態のものであっても上記と同等の抽出条
件で得られるため使用することができ、廃液の有効利用ともなるので好ましい。
【００２０】
　抽出処理で得られるニンニク抽出物（好ましい態様における抽出液）は、その後９０℃
以上の温度で加熱熟成させる。加熱熟成温度は９０℃以上であり、１３５℃程度までは可
能であるが、９０℃～１３０℃が好ましく、１００℃～１３０℃がより好ましい。１００
℃以上で加熱する場合は、加圧容器（例えば加圧釜、加圧式ニーダー）等を用いて常圧以
上の環境下で行う。加熱熟成期間は通常２時間～７日間であり、好ましくは２時間～２日
間（加熱温度１３０～１００℃）である。加熱熟成工程は解放状態または密閉状態で行う
が、熟成後の黒ニンニクエキスの味覚、生理活性物質含量の向上、作業性等の点から密閉
容器（例えばニーダー、圧力釜）等を用いて密閉系で行うことが好ましい。熟成工程終了
の目安は上記熟成期間であるか、あるいはエキスのｐＨ、官能評価（通常後記実施例の表
２）等である。このような加熱熟成により、液状もしくはペースト状の黒ニンニクエキス
が得られる。この黒ニンニクエキスのｐＨは通常３．５～５．０、好ましくは４．０～４
．５であり、糖度計示度（Brix）は５～５０、好ましくは１０～３０である。
【００２１】
　本発明においては、上記のようにして得られるニンニクエキスを黒ニンニクエキスとし
て用いることができるが、目的の生理活性物質の濃度をさらに高めるためには加熱熟成工
程の後に濃縮を行うことが好ましい。濃縮操作は、通常蒸気等を用いて開放状態で、また
は減圧濃縮機等を用いて（通常減圧度５０～７００ Torrの条件）５０～７０℃で糖度計
示度（Brix）を所望程度まで、通常４５～５５程度（ｐＨ３．５～５．０）、好ましくは
４８～５２（ｐＨ４．０～４．５）まで濃縮を行い、生じた固形物を濾布等で除去する。
濃縮の程度は温度、時間、Brix、減圧度等を適宜調整することにより行うことができる。
上記のような方法により、濃縮された黒ニンニクエキスが得られる。また、上記の方法に
おいて、加熱抽出時のニンニク抽出物のBrixは通常５～２０程度であるが、ニンニクに対
する水の添加割合を少なくするか減圧濃縮したBrixの高い抽出物（例えばBrix２０～５０
）を加熱熟成工程に使用することにより、濃縮操作をせずに高濃度の成分を含有する黒ニ
ンニクエキスを得ることができる。
【００２２】
　乾燥ニンニク原料を使用する方法の好ましい態様の一例を以下に示す。
　乾燥ニンニク原料１重量部に対し２～１２（好ましくは３～４）重量部の水（５～７０
℃、好ましくは２０～４０℃）を加え２０～６０分（好ましくは３０～４０分）間抽出後
、固形物を濾過して除去した液を９０～１３０℃で２時間～７日間加圧容器中で密閉状態
のまま加熱して黒ニンニクエキスを製造する。その後必要に応じて、開放状態または減圧
濃縮機中で５０～７０℃で糖度計示度を４５～５５（好ましくは４８～５２）まで濃縮し
、固形物を除去する。このような方法により、加熱熟成前に比べて、濃縮前の黒ニンニク
エキスはｐＨが４．０～４．５、Brixが５～２０であり、単糖量が１５～２０倍以上、S-
アリルシステイン量が１０倍以上、シクロアリイン量が２倍以上、ポリフェノールが５倍
以上増加する。また、濃縮後の黒ニンニクエキスはｐＨが４．０～４．５、Brixが４８～
５２であり、単糖量が３５倍以上、S-アリルシステイン量が２５倍以上、シクロアリイン
量が５倍以上、ポリフェノールが１２倍以上増加する。なお、アリインは５～１０分の１
未満に減少する。上記黒ニンニクエキスは味に関しては、いずれも甘味、コク味、酸味、
旨味が増加し、逆に硫黄成分による臭みや苦味などが減少して食べやすくなる（後記実施
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例１、３、４、５参照）。
【００２３】
　生ニンニク原料を使用する場合の方法は、基本的に、生ニンニク原料を破砕抽出処理し
て得られる抽出物を、そのままもしくは水を加えてから９０℃以上の温度で加熱熟成させ
ることを特徴とする方法である。生ニンニク原料は通常表皮を剥がしたものを用い、必要
に応じてカットしたものを用いてもよいが、そのままのものを用いた方が効率的である。
生ニンニクを原料として用いる場合、破砕抽出処理時に必要に応じて水を加えてもよいが
、一般に十分量の水分（通常６０～６５重量％程度以上、好ましくは６０～７０重量％）
を含んでいるため、そのまま破砕処理することができる。この破砕処理により多量の水分
を含む細胞が破壊され、実質的に水での抽出による破砕抽出物（ニンニク固形物を含む）
が得られる。
【００２４】
　破砕抽出処理の手段としては、高温加熱、電磁波もしくはマイクロ波、超音波、ミキサ
ー、ホモジナイザー等があげられるが、高温加熱を含む手段を用いることにより、そのま
ま次の加熱熟成工程に移行することができ効率的である。高温での加熱は、例えば温度８
０～１００℃で１０～６０分（好ましくは１０～３０分）の条件が例示される。高温加熱
の手段としては、電磁波もしくはマイクロ波（電子レンジ等）、お湯、蒸気等があげられ
るが、電子レンジは実用的である。電子レンジを使用する場合の強度条件は通常６００～
１６００Ｗで、５～２０分程度である。破砕抽出処理終了の目安は、通常ニンニク原料が
中心部まで柔らかくなっていることである。
【００２５】
　破砕抽出処理により得られる抽出物（ニンニク固形部を含む）は、そのままもしくは水
を加えてから９０℃以上の温度で加熱熟成させる。この際の加熱温度は９０℃以上であれ
ばよいが、９０℃～１３０℃が好ましく、１００～１３０℃がより好ましい。９０℃以上
の温度で加熱（破砕）抽出処理（電子レンジ等）した後に水を加えない場合は、そのまま
同じ９０℃以上の温度を所定時間維持することにより、加熱熟成させることができる。水
を加える場合は、通常抽出物１重量部に対して水１～５重量部、好ましくは１～２重量部
使用する。
【００２６】
　熟成期間は通常２時間～７日間であり、好ましくは２時間～２日間である。熟成工程は
解放状態または密閉状態で行うが、熟成物の味覚、生理活性物質の含量の向上等の点から
密閉系で行うことが好ましい。このような方法により、ペースト状または液状の黒ニンニ
クエキスを得ることができる。また必要があれば、前記乾燥ニンニク原料の場合と同様に
して更に濃縮してもよい。熟成工程終了の目安は上記熟成期間であるか、ｐＨ（３．５～
５．０、好ましくは４．０～４．５）、官能評価（前記）等である。
【００２７】
　生ニンニク原料を使用する方法の好ましい態様の一例を以下に示す。
　生ニンニク原料の皮をむき８０～１００℃で１０～６０分加熱（電子レンジ等）後、そ
のまま、または原料１重量部に対して１～５重量部（好ましくは１～２）重量部の割合で
水を加え９０～１３０℃で２時間～７日間ニーダー（または加圧釜）中で密閉状態のまま
加熱して黒ニンニクエキスを製造する。この黒ニンニクエキスのｐＨは通常３．５～５．
０、好ましくは４．０～４．５であり、糖度計示度（Brix）は５０～７５、好ましくは６
０～７０である。このような方法により、加熱熟成前に比べて黒ニンニクエキスは単糖量
が１０倍以上、S-アリルシステイン量が１０倍以上、シクロアリイン量が２倍以上、ポリ
フェノールが３倍以上増加（重量）する。また、その後必要に応じて、乾燥ニンニクの場
合と同様にして濃縮を行う（成分濃度をさらに高める）ことができ、例えば上記黒ニンニ
クエキスの１．１～１．５倍程度まで濃縮できる。上記のようにして得られる黒ニンニク
エキスは、味に関しては甘味、コク味、酸味、旨味が増加し、逆に硫黄成分による臭みや
苦味などが減少して食べやすくなる（後記実施例２参照）。
【００２８】
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　塩蔵ニンニク原料を使用する場合の方法は、基本的に、塩蔵ニンニク原料に水を加えて
脱塩抽出処理することにより得られる抽出物を、９０℃以上の温度で加熱熟成させること
を特徴とする方法である。塩蔵ニンニク原料に使用するニンニクは、表皮を剥がしたもの
をそのまま使用してもよいが、適宜カットもしくは細片化したもの（通常１ｍｍ～１０ｍ
ｍ程度）を用いることにより抽出時間が短縮される。塩蔵ニンニク原料に対する水の使用
割合は、通常皮むきしたニンニク１重量部に対して１～１０重量部程度であり、２～４重
量部がより好ましい。また、使用する水の温度は通常５～７０℃程度、好ましくは２０～
４０℃である。脱塩抽出操作は、通常静置するか、あるいは数回の軽い撹拌を行う。抽出
時間は全ニンニクを使用する場合で通常４～２４時間（カットもしくは細片化ニンニクの
場合２０～６０分）程度、好ましくは８～１６時間（カットもしくは細片化ニンニクの場
合３０～４０分）である。上記のような処理によりニンニク抽出物が得られる。
【００２９】
　脱塩抽出処理して得られる抽出物（通常ニンニク固形部を含まない抽出液）は、その後
９０℃以上の温度で加熱熟成させるが、脱塩抽出処理後の加熱熟成工程および得られる黒
ニンニクエキスの特徴については、乾燥ニンニク原料の場合と基本的に変わらない。
【００３０】
　塩蔵ニンニク原料を使用する方法の好ましい態様の一例を以下に示す。
　塩蔵ニンニク（カットもしくは細片化）原料１重量に対し１～１０重量（好ましくは１
～２重量）の水（５～７０℃、好ましくは２０～４０℃）を加えて、２０～６０分(好ま
しくは３０～６０分)脱塩抽出後、固形物を濾過して除去した液を９０～１３０℃で２時
間～７日間ニーダーまたは加圧釜中で密閉状態のまま加熱して黒ニンニクエキスを製造す
る。その後、必要に応じて、開放状態または減圧濃縮機中で通常５０～７０℃（好ましく
は６０～７０℃）で糖度計示度を４５～５５（好ましくは４８～５２）まで濃縮し、固形
物を除去する。このようにして得られる黒ニンニクエキスは、相対的に塩分が高いことを
除いてｐＨ、糖度計示度（Brix）の他、生理活性物質、味覚等において乾燥ニンニク原料
の場合と基本的に変わらない。
【００３１】
　本発明は、上記したような方法によって得ることができる黒ニンニクエキスにも関する
。本発明による黒ニンニクエキスは、実施例１～４でも示されるように、加熱熟成前に比
べて単糖量が５～１０倍以上、S-アリルシステイン量が５～１０倍以上、シクロアリイン
量が１．５～２倍以上、ポリフェノールが５倍以上増加し、味に関しては、甘味、コク味
、酸味、旨味が増加し、逆に硫黄成分による臭みや苦味などが減少して食べやすくなると
いう特徴を有する。また、本発明による黒ニンニクエキスは、通常ｐＨが３．５～５．０
であり、糖度計示度（Brix）が４５～５５である。好ましい態様における黒ニンニクエキ
スを以下に例示する。
　乾燥ニンニクおよび塩蔵ニンニクを使用して得られる黒ニンニクエキス（濃縮前）は、
通常ｐＨが４，０～４．５、糖度計示度（Brix）が５～２０であり、成分において、通常
単糖（フルクトース、グルコース等）の含量２～１０ｇ／１００ｇ、S-アリルシステイン
の含量２５～１００ｍｇ／１００ｇ、シクロアリインの含量５～２５ｍｇ／１００ｇ、お
よびポリフェノールの含量８０～３２０ｍｇ／１００ｇを含む。濃縮後の黒ニンニクエキ
スは通常ｐＨが４．０～４．５、糖度計示度（Brix）が４８～５２であり、成分において
、通常単糖（フルクトース、グルコース等）の含量２５～３５ｇ／１００ｇ、S-アリルシ
ステインの含量２００～３００ｍｇ／１００ｇ、シクロアリインの含量３０～１００ｍｇ
／１００ｇ、およびポリフェノールの含量３００～１３００ｍｇ／１００ｇを含む。なお
、アリイン含量は０～２０ｍｇ／１００ｇ未満である。
　生ニンニクを使用して得られる黒ニンニクエキスは、通常ｐＨが３．５～４．５、Brix
が３０～７０であり、成分において、通常単糖（フルクトース、グルコース等）の含量１
０～４０ｇ／１００ｇ、S-アリルシステインの含量２５～１００ｍｇ／１００ｇ、シクロ
アリインの含量１００～５００ｍｇ／１００ｇ、およびポリフェノールの含量２００～６
００ｍｇ／１００ｇを含む。なお、アリイン含量は０～２０ｍｇ／１００ｇ未満である。
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【００３２】
　さらに、本発明は、上記のような黒ニンニクエキスを含むことを特徴とする飲食品にも
関する。食品としては特に限定されず、種々の食品が対象となりうるが、例えば、黒ニン
ニクエキスを単独で（他の添加剤を含んでいてもよい）あるいは種々の飲食品に添加物と
して配合して高生理活性作用（抗酸化作用、血中脂質低下作用等）を有する飲食品とする
ことができる。また、本発明の黒ニンニクエキスは、ポリフェノールやS-アリルシステイ
ン、シクロアリインなどの高生理活性（抗酸化作用、血中脂質低下作用等）を有する物質
を多く含んでおり、医薬品の用途に単独でまたは添加剤を配合して種々の形態で使用する
ことができる。
【００３３】
　本発明による飲食品は、栄養補助食品（サプリメント）、栄養強化食品等の健康食品、
あるいは種々の生理活性作用を有する機能性食品等の種々の食品形態をとりうる。本発明
の飲食品は、黒ニンニクエキスを食品の分野で通常使用される添加剤（賦形剤（例えばデ
ンプン、デキストリン））、溶媒（例えば水）等を使用して通常の方法によりカプセル剤
、シロップ剤、ドリンク剤、錠剤、顆粒等の種々の製品形態で使用でき、必要に応じて調
味料等の添加剤をさらに配合してもよい。また、本発明の黒ニンニクエキスを添加する飲
食品としては、特に限定されないが、例えば、カレー、ニンニク酢、ソース、タレ、ドレ
ッシング、ドリンク等の飲食品が例示される。本発明において、黒ニンニクエキスを食品
の用途に使用する場合のその配合量は特に限定されず、また食品の形態等により異なりう
るが、例えば半流動食品（カレー、ソース等）の全量に対して５～５０重量％程度配合す
ることができ、流動もしくは液状食品（ニンニク酢、ドリンク等）の全量に対して５～５
０重量％程度配合することができる。
【００３４】
　本明細書において、特に断りのない限り％表示は重量％を意味するものである。
　以下、実施例により本発明の形態をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲はこれら
の実施例により限定されるものではない。
【００３５】
　以下の実施例において、黒ニンニクエキス成分量の測定は以下の方法に従った。
○単糖：F-キット（ブドウ糖、果糖）－ロシュ社製にて測定した。
○S-アリルシステイン、アリイン：AccQ-tag法を用いてHPLC（高速液体クロマトグラフィ
ー）にて測定した。HPLC分析条件は以下の通り。
　カラム：Waters dC18 Atlantis（5μm, φ4.6×150mm）
・A液－酢酸ナトリウム：リン酸：トリエチルアミン:水＝19:6.5:1.5:73 (w/w/w/w)を1に
対して10倍の水で希釈したものを使用した。
　・B液－アセトニトリル：水＝60：40(v/v)
　・カラムオーブン：37℃ 、流速：1.0ml/min.、検出：励起波長395nm、蛍光波長
○シクロアリイン：サンプルは水で希釈後、HPLCにて測定した。HPLC分析条件は以下の通
り。
　カラム：Asahipack NH2P-50E(4.6×150mm)、移動相：0.1％リン酸/アセトニトリル=20/
80、検出：UV210nm、流速1.0mL/min、カラム温度：40℃の条件で分析した。
○ポリフェノール：Folin-Denis’法により分析した。水で希釈したサンプル1mLにFolin-
Denis’試薬1mLを加え、更に10％Na2CO3水溶液を1mL加えて撹拌後、1時間常温で反応させ
700nmの吸光度を測定した。スタンダードはタンニン酸を用い、0～50ug/mLの範囲で測定
した。
【実施例１】
【００３６】
　乾燥ニンニク原料1に対し3倍量（重量）のお湯を加え1時間抽出後、固形を濾布で濾過
して除去した液を100℃で2日間加圧式ニーダー中で密閉状態のまま加熱して黒ニンニクエ
キスを製造した。その後開放状態で70℃で糖度計示度を約50まで濃縮し、固形を濾布で除
去した。その結果、加熱前に比べ、濃縮前の黒ニンニクエキスはｐＨが４．５、糖度計示
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度（Brix）が２０であり、単糖量が１５倍以上（重量）、S-アリルシステイン量が１０倍
以上、シクロアリイン量が２倍以上、ポリフェノールが５倍以上増加していた。濃縮後の
黒ニンニクエキスはｐＨが４．５、糖度計示度（Brix）が５０であり、単糖量が３５倍以
上（重量）、S-アリルシステイン量が２５倍以上、シクロアリイン量が５倍以上、ポリフ
ェノールが１２倍以上増加していた（表1（a））。なお、アリインは検出されなかった（
抽出液167.4mg/100g→エキス0.0 mg/100g）。味に関しては、いずれも甘味、コク味、酸
味、旨味が増加し、逆に硫黄成分による臭みや苦味などが減少して食べやすくなった（表
３）。
【００３７】
【表１】

【実施例２】
【００３８】
　生ニンニク原料の皮をむき電子レンジ（８００ｗの条件で１０分）で加熱後、原料と等
量の水を加え100℃で3日間加圧釜中で密閉状態のまま加熱して黒ニンニクエキスを製造し
た（ｐＨ４．５、糖度計示度３４）。その結果、加熱前に比べ黒ニンニクエキス（ペース
ト）は単糖量が１０倍以上（重量）、S-アリルシステイン量が１０倍以上、シクロアリイ
ン量が２倍以上、ポリフェノールが３倍以上増加していた（表２）。なお、アリイン量は
６０分の１未満であった（抽出液140mg/100g→エキス2.3 mg/100g）。味に関しては甘味
、コク味、酸味、旨味が増加し、逆に硫黄成分による臭みや苦味などが減少して食べやす
くなった。また、開放状態で製造したものは密閉状態で製造したものに比べ単糖量が少な
く、味は甘味、コク味、酸味、旨味が少なく、硫黄成分による臭みや苦味などが多かった
（表３）。
【００３９】
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【表２】

【００４０】
【表３】

【実施例３】
【００４１】
　乾燥ニンニク原料1に対し3倍量（重量）の水を加え1時間抽出後、固形を濾布で濾過し
て除去した液を90℃で7日間ニーダー中で密閉状態のまま加熱して黒ニンニクエキスを製
造した。その後開放状態で70℃で糖度計示度（Brix）を約50まで濃縮し、固形を除去した
。その結果、加熱前に比べ、濃縮前の黒ニンニクエキスはｐＨが４．０、糖度計示度（Br
ix）が２０であり、単糖量が１５倍以上（重量）、S-アリルシステイン量が１０倍以上、
シクロアリイン量が２倍以上、ポリフェノールが５倍以上増加していた。濃縮後の黒ニン
ニクエキスはｐＨが４．０、Brixが５０であり、単糖量が３５倍以上、S-アリルシステイ
ン量が２５倍以上、シクロアリイン量が５倍以上、ポリフェノールが１２倍以上増加して
いた（表４(a)(b)）。なお、アリインは検出されなかった（抽出液167.4mg/100g→エキス
0.0 mg/100g）。味に関しては、甘味、コク味、酸味、旨味が増加し、逆に硫黄成分によ
る臭みや苦味などが減少して食べやすくなった（表３）。
【００４２】
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【表４】

【実施例４】
【００４３】
　乾燥ニンニク原料1に対し3倍量（重量）の水を加え1時間抽出後、固形を濾布で濾過し
て除去した液を130℃で2時間加圧釜中で密閉状態のまま加熱して黒ニンニクエキスを製造
した。その後開放状態で70℃で糖度計示度（Brix）を約50まで濃縮し、固形を濾布で除去
した。その結果、加熱前に比べ、濃縮前の黒ニンニクエキスはｐＨが４．３、糖度計示度
（Brix）が２０であり、単糖量が１５倍以上（重量）、S-アリルシステイン量が１０倍以
上、シクロアリイン量が２倍以上、ポリフェノールが５倍以上増加していた。濃縮後の黒
ニンニクエキスはｐＨが４．３、糖度計示度（Brix）が５０であり、単糖量が３５倍以上
、S-アリルシステイン量が２５倍以上、シクロアリイン量が５倍以上、ポリフェノールが
１２倍以上増加していた（表５(a)(b)）。なお、アリインは１０分の１未満であった（抽
出液167.4mg/100g→濃縮前エキス6.1 mg/100g、濃縮後エキス15.2 mg/100g）。味に関し
ては、甘味、コク味、酸味、旨味が増加し、逆に硫黄成分による臭みや苦味などが減少し
て食べやすくなった（表３）。
【００４４】
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【表５】

【実施例５】
【００４５】
　乾燥ニンニク原料1に対し１０倍量（重量）の水を加え30分抽出後、固形を濾布で濾過
して除去した液を100℃で44時間加熱して黒ニンニクエキスを製造した。その後開放状態
で70℃で糖度計示度（Brix）を約50まで濃縮し、固形を除去した。その結果、加熱前に比
べ、濃縮前の黒ニンニクエキスはpHが4.2、糖度計示度（Brix）が5であり、単糖量が１５
倍以上（重量）、S-アリルシステイン量が１０倍以上、シクロアリイン量が2倍以上、ポ
リフェノールが５倍以上増加していた。濃縮後の黒ニンニクエキスはpHが4.2、Brixが50
であり、単糖量が３５倍以上（重量）、S-アリルシステイン量が２５倍以上、シクロアリ
イン量が　5倍以上、ポリフェノールが１２倍以上増加していた。（表６（a））。なお、
アリインは５～６０分の１未満であった（抽出液41.9mg/100g→濃縮前エキス0.6 mg/100g
、濃縮後エキス5.6 mg/100g）。味に関しては、いずれも甘味、コク味、酸味、旨味が増
加し、逆に硫黄成分による臭みや苦味などが減少して食べやすくなった（表３）。
【００４６】
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【表６】

【実施例６】
【００４７】
黒ニンニクエキスを使用した料理例－黒ニンニクカレー
作り方：
　以下の方法で黒ニンニクカレーを製造した。
(1)ラードを熱しみじん切りのニンニク、ショウガを炒める。
(2)カレー粉、小麦粉を加え10～15分炒める。
(3)鶏ダシを添加し弱火で煮る。
(4)さらに残りの原料（黒ニンニクエキス（実施例３）を含む）を全て加え煮る。
(5)600gまで煮詰めて終了。
【００４８】
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【表７】

【実施例７】
【００４９】
黒ニンニクエキスを使用した料理例－黒ニンニク酢
以下のように原料を混合し作った。
【００５０】
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【表８】

【実施例８】
【００５１】
黒ニンニクエキスの使用例－黒ニンニクカプセル
黒ニンニクエキス（実施例３）1gをカプセル1個に封入して黒ニンニクカプセルを製造し
た。
【００５２】

【表９】

【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、簡便な手段により短時間の処理で高生理活性物質（S-アリルシステイン、シ
クロアリイン等）を維持した状態で黒ニンニクエキスを製造する技術を提供することがで
き、この黒ニンニクエキスは、健康食品等を含む種々の食品用途に有効に利用することが
できる。
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